
 

 

農業施設解体整備工事に係る入札参加資格について、次のとおりお知らせしますので、

入札参加希望者は申請してください。なお、この工事の入札は電子入札による条件付一

般競争入札とします。 

 

令和８年４月３日 

 

綾部市長 四 方 源太郎  

 

１ 工事概要 

（１）工事番号   第５０８ ３号 

（２）工 事 名   農業施設解体整備工事 

（３）工事場所   綾部市志賀郷町（別添位置図参照） 

（４）工事概要   農業施設解体  

鉄骨造平屋建 ２棟 

施設跡地農地整備 ２筆 

整地面積 ６９７㎡ 

整地面積 ７７６㎡ 

（５）予定工期   令和８年 ５月 ８日から 

          令和８年１１月 ３日まで（１８０日間） 

 

２ 入札参加資格 

  この工事の入札参加資格は、次の要件を全て満たす業者で入札参加資格確認申請

に基づき、本市が資格認定したものとします。 

（１）契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ない者でないこと。 

（２）令和８年度綾部市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で解体工事のＡ等級又

はＢ等級で登録されており、令和８年４月１日以降継続して綾部市内に本店を有

する単体業者で、申請日時点において綾部市の指名停止及び市が締結する契約等

からの除外措置を受けていないこと。 

（３）解体工事に係る綾部市発注工事で、令和７年１月１日から令和７年１２月３１

日の間において、完了工事の成績評点が６０点に満たない評定を受けていないこ

と。 

（４）申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある現場代理人、主任技術者が配置で

きること。なお、ここでいう「恒常的な雇用関係」とは、この一般競争入札参加

資格確認申請書の提出日以前に３箇月以上の雇用関係があることをいう。 

 

３ 提出書類 

（１）一般競争入札参加資格確認申請書 

   電子入札システムから一般競争入札参加資格確認申請書を提出すること。ただ



し、紙入札希望業者は「紙入札方式参加承諾願」（別記様式―１）とともに「一

般競争入札参加資格確認申請書」（別記様式―２）２部を監理課へ持参により提

出すること。 

（２）配置予定者名簿 

   電子入札システムで、一般競争入札参加資格確認申請書の添付資料に「配置予

定者名簿」（別記様式―３）を添付して提出すること。添付するファイルの形式

及び容量については「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第７条によること。 

  ただし、紙入札希望業者は（１）の承諾願及び申請書とともに「配置予定者名簿」

を監理課へ持参により提出すること。 

 

４ 設計図書の閲覧及び入札参加資格確認申請書の受付 

（１）設計図書の閲覧 

   ①期間  令和８年４月３日（金）午前９時から 

   ②方法  京都府入札情報公開システムからのダウンロードを基本とします。 

（https://kyoto.efftis.jp/26000/CALS/PPI_P/） 

ただし、これによりがたい場合は有償での配布としますので、希望者

は事前に監理課まで連絡をお願いします。配布場所は綾部市建設部監

理課契約・指導検査担当（本庁東３階）とします。 

 （２）入札参加資格確認申請書の受付 

   ①期間  令和８年４月８日（水）午前９時から午後６時まで 

        令和８年４月９日（木）午前９時から正午まで 

        ただし、紙入札希望業者の提出で４月８日については午前９時から正

午までと午後１時から午後５時までとします。 

②方法  電子入札システムからの提出とします。ただし、紙入札希望業者は、

監理課への持参による提出とします。 

 

５ 入札参加資格確認通知について 

（１）一般競争入札参加資格確認通知書については、令和８年４月中旬に電子入札シ

ステムで通知します。ただし、紙入札希望業者には郵送で通知します。 

（２）資格なしの通知を受けた者は、通知した日から起算して５日以内に、書面によ

りその理由について説明を求めることができます。 

 

６ 設計図書等に係る質疑の受付及び回答 

①期間  令和８年４月１５日（水）から 

     令和８年４月１６日（木）正午まで 

②方法  綾部市指定の「質疑書」により提出するものとします。「質疑書」の

提出は、監理課への持参、ファックス、メールのいずれかによること

としますが、持参の場合は開庁日の午前９時から正午までと午後１時

から午後５時（最終日は正午）までとします。 

③対象  入札参加資格者の「質疑書」のみ受け付けます。 



④回答  令和８年４月２０日（月）午後５時までに京都府入札情報公開システ

ムに掲載します。ただし、紙入札希望業者には同日午後５時までにフ

ァックスにて回答します。なお、質疑の無い場合は回答の掲載等は行

いません。 

 

７ 入札期間及び開札の日時 

 （１）入札期間 

   ①日時  令和８年４月２４日（金）午前９時から午後６時まで 

        令和８年４月２７日（月）午前９時から午後２時まで 

        ただし、紙入札者の提出は４月２４日の午前９時から正午までと午後

１時から午後５時までと、４月２７日の午前９時から正午までと午後

１時から午後２時までとします。 

   ②方法  電子入札システムからの提出とします。 

        （https://kyoto.efftis.jp/26000/CALS/Accepter/） 

        工事内訳書を必ず添付してください。添付するファイルの形式及び容

量については、「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第１１条によ

ること。 

        ただし、紙入札者は、監理課への持参による提出とします。作成方法

については、「綾部市公共工事等電子入札運用基準」第１９条第４項

によること。 

 （２）開札の日時 

        令和８年４月２８日（火）午前９時３０分 

 

８ 入札保証金 

   入札保証金については、綾部市会計規則（昭和５７年綾部市規則第２号）第７７

条第１項第２号及び第３号により免除します。 

 

９ 落札者の決定方法 

   綾部市会計規則第７８条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最

低の価格をもって入札した者を落札者とします。 

   ただし、この工事は最低制限価格を設けているため、最低制限価格未満で入札し

た者は失格とします。 

 

10 入札の無効 

   入札の無効については、「綾部市工事等競争入札心得」第１２条によることとし

ます。 

   また、他の工事の受注等により、「配置予定者名簿」の配置ができないと認めら

れる場合は、本件の入札を無効とします。 

 

 



11 郵送による入札の可否 

   郵送による入札は認めません。 

 

12 最低制限価格の算出式について 

この工事については、綾部市の「建設工事にかかる最低制限価格について 令和

７年４月１日改正」の「建築 建築に係る解体工事（Ｎｏ．９） ＋ 一般土木工

事等（Ｎｏ．１）」の算出式を適用とします。 

 

13 その他 

 （１）工事概要、工事内容に関する問い合わせは、入札参加資格確認通知までは受け

付けません。 

 （２）入札参加者は、本公告文、設計図書、仕様書及び契約書を熟読し、綾部市公共

工事等電子入札運用基準、綾部市工事等競争入札心得を遵守してください。 

（３）入札参加資格確認後、入札日までに本入札を辞退するときは、電子入札システ

ムへの入札辞退届の登録又は綾部市指定の「入札辞退届」を提出してください。 

（４）入札参加資格者であっても、入札日までに入札参加資格を満たさなくなったり、

関係法令に違反するなど、明らかに契約の相手方として不適当であると認められ

た場合は、入札参加資格を取り消し文書で通知します。 

（５）本案件は募集型競争入札のため、入札締切予定日時を過ぎて入札書が未到達で

あり、かつ、入札辞退の手続を行っていない場合においては、「不着」として取

扱うこととし、次回以降直近の同種案件において入札参加を認めません。 

 

14 問い合わせ先 

   綾部市建設部監理課契約・指導検査担当 

   郵便番号  ６２３－８５０１ 

   所 在 地  京都府綾部市若竹町８－１ 

         綾部市役所本庁東３階 

  電話番号  ０７７３－４２－４２７６（直通） 

   ＦＡＸ番号  ０７７３－４２－４４０６（代表） 

   E - m a i l  kanri@city.ayabe.lg.jp 



様式－１ 

紙入札方式参加承諾願 

 

１ 工事番号                         

 

２ 工 事 名                         

 

３ 場  所                         

 

４ 電子入札システムでの参加ができない理由 

                                    

                                    

                                    

                                    

 上記の案件は、電子入札対象案件ではありますが、今回は当社においては上

記理由により電子入札システムを利用しての参加ができないため、紙入札方式

での参加を承諾いただきますようお願いいたします。 

 

 

 

 

令和   年   月   日               

 

 

 

住  所                    

 

 

氏  名                   ㊞  

 

 

 

 

 綾 部 市 長  様 



様式－２ 

 

一般競争入札参加資格確認申請書 

 

令和  年  月  日 

 

 綾部市長 山 崎 善 也  様 

 

 

住 所                 

                 

氏 名              ㊞  

 

電 話 番 号                 

ＦＡＸ番 号                 

 

 

 下記工事の建設工事請負契約に係る条件付一般競争入札に参加したいので、

参加資格確認申請書を提出します。 

 

 

 

記 

 

   工 事 番 号    

   工 事 名    

   工 事 場 所    



様式－３ 

配 置 予 定 者 名 簿 

 

工 事 番 号： 

工 事 名： 

商号及び名称： 

 

 
現 場 代 理 人 主 任 技 術 者 

１ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 
(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

２ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

３ 

(氏 名) (氏 名) 

手 
持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

４ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

５ 

(氏 名) (氏 名) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

手 

持 

工 

事 

(工 事 名) 

(請負金額) 

(役 職 名) 

(完了予定) 

 

 



【記載上の注意事項】 

  

１）配置予定者 共通 

  １ 申請段階で配置可能な方を上段に記載してください。組み合わせの制限はありません

ので、それぞれに配置可能な方の氏名のみを５名以内で記載してください。 

  ２ 下段には、手持工事の有無について記載し、手持ち工事がある場合は、全ての工事に

ついて工事名、請負金額、役職名、完了予定日を記載してください。（ただし、当該工事

と工期が重複する工事の現場代理人や専任を要する技術者の場合は、配置予定者が変更

可能な場合及び下記に示す現場代理人、主任技術者それぞれの兼務条件を満たす方のみ

とします。） 

  ３ 申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある方で、「建設工事入札参加資格審査申請

書」に添付された現場代理人名簿又は技術者名簿から選定してください。（ただし、新

たに採用された技術者を配置する場合は、この申請までに入札参加資格記載事項変更

届を監理課へ提出してください。） 

 

２）主任技術者 

 １ 解体工事にかかる技術資格を有した方を記載してください。 

 ２ 請負金額が４，５００万円未満の場合は、他の工事の非専任の主任技術者を兼務して

配置することができますが、請負金額が４，５００万円以上となる場合は専任の主任技

術者となるため、特別な場合を除き、営業所専任の技術者や他の工事の主任技術者を兼

務して配置することはできません。（ただし、工事の対象となる工作物に一体性若しく

は連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事で、かつ、工事

現場の相互の間隔が１０㎞程度の近接した場所において同一の建設業者が施工する場

合（以下「近接関連工事」）は、同一の専任の主任技術者が兼務することができます。） 

３ 非専任の主任技術者が現場代理人を兼務する場合は、兼務する工事の当初請負額の合

計が４，５００万円未満とします。（ただし、増額等により専任義務工事となった場合

は上記２と同様の取り扱いとします。） 

４ 請負金額にかかわらず入札公告等で専任を条件としている場合は兼務できません。 

 

３）現場代理人 

 １ 本工事期間中、工事現場に常駐できる方を記載してください。（ただし、工事請負契約

書第１０条第３項に規定する「現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の

行使に支障がない場合」と発注者が認める期間は除きます。） 

２ 他の工事との兼務は出来ません。（ただし、以下に示す場合は複数の工事を兼務するこ

とができます。） 

  （１）３）の１に規定する期間。 

  （２）一件の入札で複数の契約をする場合。 

  （３）現場代理人が兼務する場合の共通条件として、以下の全てを満たす工事としま

す。（ただし、公告等で専任を条件としている場合は除く。） 



     ・兼務する工事が２件までであること。（ただし、災害復旧工事を含む場合は、既

発注分も含め３件までとする。） 

     ・兼務する工事が、綾部市又は国、地方公共団体等の発注する工事であること。 

（ただし、綾部市と異なる発注機関の工事が含まれる場合は、他の発注機関が

現場代理人の兼務を了承していること。） 

     ・兼務する綾部市の工事現場に現場代理人又は連絡員が駐在すること。 

     ・兼務するいずれかの現場に現場代理人が駐在すること。 

     ・連絡員及び連絡体制は、工事打合簿で明確にすること。また、連絡員は、元請

業者の社員の他一次下請業者の社員でも可能としますが、ガードマンや一次以

外の下請業者の社員等は連絡員にはなれません。 

   （４）兼務する工事が技術者非専任の場合は、上記（３）に示す共通条件の他、次の

全てを満たす工事とします。 

     ・兼務する工事が、綾部市内であること。 

・兼務する工事の当初請負金額の合計が４，５００万円未満であること。 

   （５）兼務するいずれかの工事が主任技術者専任の場合は、上記（３）に示す共通条

件の他、近接関連工事であること。 



 


